
県立高等学校運営経費の公費・私費の負担区分

１ 負担区分の基本的な考え方

(1)公費負担とする経費

ア 直接教育活動に係る経費

教科等の活動（国語、数学などの各教科、実験・実習等）及び教科外の活動（ホームルー

ム、体育的行事などの「特別活動」及び生徒指導、図書館活動などの「その他の活動」に係

る経費で、

・ 学校で共用又は備え付けとするものに係る経費

・ その他管理、指導に係る経費

イ 間接教育活動に係る経費

・ 管理運営活動（研修、教務の「校務活動」及び運営事務、施設設備管理などの「運営活

動」）に係る経費

ただし、教育研究団体等の負担金については、予算措置されたものに限り公費負担とす

る。

(2)私費負担とする経費

ア 生徒個人の所有物に係る経費

・ 生徒個人の所有物として学校、家庭のいずれにおいても使用するものに係る経費

・ 学級、学年、特定の集団の全員が個人用の教材・教具として使用するものに係る経費

イ 教育活動の結果として、その教材・教具そのもの、又は、それから生ずる直接的利益が生

徒個人に還元されるものに係る経費

ウ 生徒会活動、部活動など、生徒が自発的に行う活動に係る経費

エ 課外講習、適性検査など、希望する生徒を対象として実施するものに係る経費

オ その他生徒の利便増進を図るためのものに係る経費

２ 県立高等学校運営経費公費・私費負担区分（例示）

別紙のとおり。

なお、負担区分は、学校運営に要する個々の経費について、公費負担が妥当か公費外負担（受

益者負担、原因者負担）が妥当かの観点で整理しているため、「私費負担経費（個人負担を含む）」

には生徒の保護者負担経費（直接負担・団体会費等としての間接的負担）以外の経費（教職員の

自己負担経費等）も含まれる。



      別　紙 県立高等学校運営経費の公費・私費負担区分（例示）

私　　　　費　　　　負　　　　担　　　　経　　　　費

予算科目（節） 説　　　　明　　　　内　　　　容 （個　　人　　負　　担　　を　　含　　む）

１　教科活動 旅費 ○教科活動に係る教職員旅費 ○生徒旅費

（教科） 　　・県教委主催の会議、説明会等 　・実験、実習、見学等に係る生徒交通費

（実験実習） 　　　　（出席要請があったもの、校務上必要なもの）

（実技） 　　・実験、実習、見学等に係る生徒引率

○外部講師旅費（事業予算）

　　

報償費 ○外部講師等謝金（事業予算） ○生徒個人の所有物として使用するものの経費　

　（教科書、副読本、参考図書、文房具、実習帳、柔道着、水着、美術用具

需用費（食糧費） ○外部講師茶菓・食事代（事業予算） 　制服、実習服等）

○生徒個人に還元される製品、実習用材料（工作材料、家庭科実習材料等）

需用費（その他） ○教科（実験実習含む）に係る消耗品代 ○野外学習等の生徒個人の入館料、食事代等

          （実験用薬品、ライン用石灰、球技ボール、調理実習用調味料等） ○企業見学等バス借り上げ

○教科指導用の教科書、指導書、副読本

○教科用各種資料の印刷代

○教科用備品の修理代　

役務費 ○ピアノ、その他楽器の調律料

○実験実習用機器の調整

委託料 ○実験実習機器の保守

使用料及び賃借料 ○教科に係る施設、物品の借上料

○野外学習等の教職員入館料等

備品購入費 ○教科（実験実習含む）に係る備品の購入代

　　　　　　　　　　　　　（顕微鏡、体育教具、教材ビデオ、実習用試験機器等）

２　特別活動 旅費 ○特別活動に係る教職員旅費 ○生徒旅費

　　・事前準備、下見、生徒引率 　　・宿泊ホームルーム等参加

　　　　　　（修学旅行、スキー教室、強歩大会等教育課程に位置づけられたもの） 　　・行事参加交通費・宿泊費（修学旅行、スキー教室、姉妹校交流等）

　　・姉妹校締結・交流に係る生徒引率（教育課程に位置づけられたもの）

　　　　※週休日に当たる場合は、勤務日の振替変更による旅費支給

○外部講師旅費（事業予算）

ホームルーム 需用費（その他） ○ホームルーム運営、指導等に係る消耗品代、印刷代（学級日誌等）

生徒会活動 需用費（その他） ○生徒会室に備えられる基本的な備品の維持、修理代 ○生徒会主催行事に係るの外部講師等謝金

○生徒会活動に係る経費

備品購入費 ○生徒会室に備えられる基本的な備品の購入代（会議机、椅子等） 　　　　　（消耗品、印刷代、通信費、物品借り上げ、備品、補助金等）

分　類　区　分
公　　　　費　　　　負　　　　担　　　　経　　　　費
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      別　紙 県立高等学校運営経費の公費・私費負担区分（例示）

私　　　　費　　　　負　　　　担　　　　経　　　　費

予算科目（節） 説　　　　明　　　　内　　　　容 （個　　人　　負　　担　　を　　含　　む）
分　類　区　分

公　　　　費　　　　負　　　　担　　　　経　　　　費

儀式的行事 報償費 ○音楽外部講師・生花生け込み謝礼（卒業式・入学式） ○生徒個人の卒業アルバム、記念品、卒業証書入れ等個人に渡る物品経費

需用費（食糧費） ○入学式・卒業式来賓茶菓・食事代（食糧費執行基準による）

需用費（その他） ○入学式、卒業式に要する消耗品、印刷代

                        （案内状、生花、来賓等リボン、記録用写真（学校保存用）等）

○卒業アルバム（学校保管用）

役務費 ○卒業証書筆耕料

○案内状等の郵送料

使用料及び賃借料 ○式典用具借上（盆栽等）

備品購入費 ○式典用器具購入費（国旗、県旗、校旗等）

学芸的行事 報償費 ○芸術鑑賞等外部講師等謝金（事業予算） ○学年・学級・部・個人単位の展示等に係る経費

○ポスター・コンテスト賞状等（生徒会主催）

需用費（食糧費） ○外部講師茶菓・食事代（事業予算） ○文化祭等の装飾、衣装、応援等に係る経費

○文化祭音響設備、ステージ等物品借り上げ経費

需用費（その他） ○文化祭に要する消耗品、印刷代（看板等の共通経費） ○芸術鑑賞等の生徒個人負担経費

○芸術鑑賞等に係る消耗品（物品等）（事業予算）

役務費 ○芸術鑑賞等に係る筆耕（演題等）

委託料 ○演劇・交響楽団公演委託（事業経費）

使用料及び賃借料 ○芸術鑑賞等施設借り上げ（事業経費）

健康安全・体育的行事 需用費（その他） ○体育祭に要する消耗品、印刷代（看板、石灰等の共通経費） ○強歩大会等事前健康診査

○スキー教室、強歩大会の実施に必要な消耗品、印刷代 ○体育祭の装飾、応援等に係る経費

                               （検印カード、救急用品、記録用写真（学校保存用）等） ○スキー教室、強歩大会に必要な生徒個人経費（保険料、リフト代等）

○避難訓練等に係る消耗品 ○スキー教室外部指導員謝金

使用料及び賃借料 ○強歩大会物品等借り上げ（仮設トイレ、資材運搬車等）

○有料道路使用料（生徒負担分を除く）

○スキー教室、強歩大会におけるタクシー（タクシー使用基準による）

○スキー教室リフト代（指導教員分）
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      別　紙 県立高等学校運営経費の公費・私費負担区分（例示）

私　　　　費　　　　負　　　　担　　　　経　　　　費

予算科目（節） 説　　　　明　　　　内　　　　容 （個　　人　　負　　担　　を　　含　　む）
分　類　区　分

公　　　　費　　　　負　　　　担　　　　経　　　　費

旅行・集団宿泊的行事 需用費（その他） ○修学旅行・姉妹校交流等の実施に必要な消耗品、印刷代 ○修学旅行・姉妹校交流等に必要な生徒個人経費

　　　　                            （救急用品、記録用写真（学校保存用）、資料等） 　　　　　　　　　（保険料、しおり、旅行用品、交流会等）

使用料及び賃借料 ○修学旅行等引率教員の施設入場料等

○有料道路使用料（生徒負担分を除く）

○修学旅行等におけるタクシー（タクシー使用基準による）

勤労生産・奉仕的行事 報償費 ○就業体験等外部講師謝金（事業予算）

需用費（食糧費） ○外部講師茶菓・食事代（事業予算）

需用費（その他） ○全校美化活動、園芸作業、ボランティア等に係る消耗品等

　　　　　　　　　　　　　                　（ゴミ袋、清掃用具、肥料、資料等）

使用料及び賃借料 ○美化活動トラック借り上げ

３　その他の活動 旅費 ○その他活動に係る教職員旅費 ○その他活動に係る教職員旅費

　  ・生徒指導・進路指導の調査、説明会等（校務上必要なもの） 　　・教育外大会に係る生徒引率（平成11年1月22日教福第1-5号教育長通知）

 　 ・家庭訪問、校外生徒指導 　　・役員・審判（平成11年1月22日教福第1-5号教育長通知）

　  ・生徒指導等に係る生徒引率（校務上必要なもの）

　  ・学校訪問、企業訪問（進路指導上必要なもの） ○生徒旅費

　  ・交通安全、防災、保健衛生等に係る会議等（校務上必要なもの） 　　・企業訪問、進路、就職試験交通費

　　・教育内大会に係る生徒引率、準備会議等 　　・部活動等で各種大会への参加（一部主催団体等負担）

　　　　　　　（平成11年1月22日教福第1-5号教育長通知） 　　・各種コンクールへの参加

　　・部活動指導

　　　　※週休日に当たる場合は、勤務日の振替変更による旅費支給

○外部講師旅費（事業予算）

生徒指導 需用費（その他） ○生徒指導に係る消耗品、印刷代（生徒指導用紙、教員用生徒手帳等） ○生徒個人の所有となる物品代（生徒手帳、記章、自転車ステッカー等）

通信運搬費 ○生徒指導に係る通信費（関係機関、保護者との連絡等）

備品購入費 ○生徒指導に係る備品

進路指導 需用費（その他） ○進路指導等に係る消耗品、印刷代 ○生徒の希望により実施する進路ガイダンス・模擬面接等講師謝金、食事代

教育相談 　　　　（進路指導表、教員用参考図書・進路資料等） ○生徒の希望により実施する各種検査、資格検定、模擬テスト等の経費

　　　　　　（試験料、郵送料、模試判定システムプロバイダー利用料・通信料等）

通信運搬費 ○進路指導等に係る通信費 ○生徒の希望によるサテライトビデオ、課外資料
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      別　紙 県立高等学校運営経費の公費・私費負担区分（例示）

私　　　　費　　　　負　　　　担　　　　経　　　　費

予算科目（節） 説　　　　明　　　　内　　　　容 （個　　人　　負　　担　　を　　含　　む）
分　類　区　分

公　　　　費　　　　負　　　　担　　　　経　　　　費

○生徒個人の所有となる進路資料、参考図書

備品購入費 ○進路指導等に係る備品（進路指導ビデオ等） ○生徒個人の進学・就職関係経費（入学願書等の郵送料等）

　　　 ○進路室・教室用図書（生徒閲覧用）

保健安全活動 報償費 ○保健、安全講習会等の外部講師謝礼（事業予算） ○生徒個人の所有となる資料、参考図書

○日本体育学校健康センター共済掛金の生徒負担分

需用費（その他） ○保健安全活動に係る消耗品、印刷代

○保健室の消耗品、印刷代、備品の修理（健康診断表、包帯、薬品等）

役務費 ○保健室寝具等クリーニング代

備品購入費 ○保健室の備品（身長計、寝台、布団等）

　　　　

図書館活動 需用費（その他） ○図書館の運営に係る消耗品、備品の修理 ○生徒が使用する図書館コピー使用料及びコピー代

　　　（図書カード、図書ラベル等）

○図書館広報活動に係る印刷代

○図書館用図書、雑誌、新聞

備品購入費 ○図書館用図書、備品（書架等）

視聴覚・情報教育 需用費（その他） ○視聴覚・情報教育用消耗品、印刷代（ビデオテープ、録音テープ等）

○視聴覚・情報教育用機器の修理代

役務費 ○視聴覚・情報教育に係る通信費

備品購入費 ○視聴覚・情報教育備品の購入代（ビデオ、スピーカー、テレビ、パソコン等）

部活動 ○部活動外部講師に対する謝金、食事代　

○部活動に係る経費

　　　　　（消耗品、印刷代、修理代、通信費、物品借り上げ、備品、補助金等）

○部活動に要する生徒個人に係る経費（各種競技大会への参加料等）

○部活動大会参加のための用具運搬費（一部主催団体等負担）

○生徒が個人の所有物として使用する物の経費（用具、靴、ユニホーム等）

○高等学校体育連盟、高等学校文化連盟等の会費

○全国大会出場横断幕

○応援バス借り上げ

４　管理運営活動 旅費 ○管理運営活動に係る教職員旅費 ○管理運営活動に係る教職員旅費（自己負担）

　・人事、給与、財務事務、その他事務連絡等、運営上必要な旅行 　・個人の資格を取るためのもの
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      別　紙 県立高等学校運営経費の公費・私費負担区分（例示）

私　　　　費　　　　負　　　　担　　　　経　　　　費

予算科目（節） 説　　　　明　　　　内　　　　容 （個　　人　　負　　担　　を　　含　　む）
分　類　区　分

公　　　　費　　　　負　　　　担　　　　経　　　　費

　・各種研究協議会等への参加 　・自発的な研修、見学、会議等への参加

　　　※教職員の職務遂行上特に必要と校長が認めたもの 　・特定の個人で構成される教育研究団体への参加

　・教科指導に必要な各種研修への参加 　・教職員の文化、体育行事への参加

　・PTA等が主催する行事等への参加（主催者負担）

　・教職員本人に係る共済組合関係の用務（年金事務等）

教務 需用費（その他） ○教務に係る消耗品、印刷代（出席簿、教科指導用教科書・学校要覧等） ○生徒用氏名印

　　 ○通信表郵送料（特別な事情により郵送が必要な場合に限り公費負担）

委託料 ○カリキュラム・情報管理用コンピュータ（総合情報システム）保守 ○生徒用ロッカー（単位制を除く）

備品購入費 ○カリキュラム・情報管理用コンピュータ（総合情報システム）

○生徒用ロッカー（単位制）

○教務用備品

研修活動 需用費（その他） ○校内研修に係る消耗品、印刷代（ノート、用紙、資料等） ○自発的な研修等に必要な資料代、図書代及び参加費等の経費

○各種研修等の受講に係る資料代（教科指導に必要なもの） 　　　　　　　　　　　　　　　

負担金、補助 ○各種研修等の受講に係る参加費（教科指導に必要なもの）

　　　　　及び交付金

運営事務 需用費（その他） ○運営事務に係る消耗品、印刷代（事務用品、証明書用紙等） ○諸団体が所有する備品、車両の維持管理経費（重量税・保険料含む）

○運営事務用備品の修理代 ○自動販売機等の設置場所使用料、電気料（設置者負担）

○学校運営に係る光熱水費（電気、ガス、水道）、燃料費 ○安全運転管理者講習会受講料

○自家用自動車整備管理者研修受講料

役務費 ○運営事務に係る電話料、郵便料

委託料 ○運営事務用備品保守管理（ＦＡＸ、印刷機等）

　　

使用料及び賃借料 ○運営事務用物品の借り上げ料（ＦＡＸ、印刷機等）

○自動車借り上げ料

○ハイウェーカード使用料

備品購入費 ○運営事務用備品（印刷機、各種ロッカー等）

負担金、補助 ○下水道受益者負担金

　　　　　及び交付金 ○防火管理者講習会負担金

○特別管理産業廃棄物管理責任者認定講習会受講料

施設設備管理 需用費（その他） ○施設管理、環境美化に係る消耗品（清掃用具、トイレットペーパー等） ○故意又は重大な過失による建物、施設・設備の破損に伴う修繕経費

　　　　（施設修繕） ○建物等の小修繕
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      別　紙 県立高等学校運営経費の公費・私費負担区分（例示）

私　　　　費　　　　負　　　　担　　　　経　　　　費

予算科目（節） 説　　　　明　　　　内　　　　容 （個　　人　　負　　担　　を　　含　　む）
分　類　区　分

公　　　　費　　　　負　　　　担　　　　経　　　　費

役務費 ○管理上必要な法定検査（水質検査、消火器点検等）

○樹木剪定

○廃棄物処理

○環境美化等に係る手数料（クリーニング代、高所ガラス清掃）

　　　

委託料 ○施設設備保守管理

　　　　　（浄化槽・エレベーター保守、電気工作物保安業務、学校警備等）

○廃棄物処理

原材料費 ○維持管理用原材料費（グラウンド土等）

　　　

備品購入費 ○施設設備の管理維持に係る備品（時計、シューズボックス、放送設備等）

渉外関係 交際費 ○校務上関係のある個人、団体代表者に関わる祝事、慶弔 ○PTA、生徒会等で規約に基づいた慶弔

○職務遂行上必要な地域社会への参加に係る経費 ○諸団体が行う渉外関係経費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社会活動費執行基準による）

需用費（食糧費） ○来客用茶菓（食糧費執行基準による）

使用料及び賃借料 ○緊急事故用タクシー（タクシー使用基準による）

負担金、補助 ○校務上必要な地域社会への参加に係る経費（社会活動費執行基準による）

　　　　　及び交付金

研究会等負担金 需用費（その他） ○全国・関東校長協会等参加資料代 ○教育研究団体等の負担金（公費で予算措置されていないもの）

　（校長協会） 　　※予算措置された団体又は教職員の職務遂行上特に必要と校長が認めたもの ,

　（教頭会）

　（事務長会） 負担金、補助 ○全国・関東校長協会等負担金（年会費）

　（事務職員会） 　　　　　及び交付金 　　※予算措置された団体

　（各種研究会等） ○全国・関東校長協会等参加費

　　※予算措置された団体又は教職員の職務遂行上特に必要と校長が認めたもの
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